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  令和３年 第４回教育委員会 会議録 
日  時 令和３年３月２２日（月） 午前１１時００分～午前１１時３５分 

場  所 向日市商工観光振興センター ３階大会議室 

出席委員 永野教育長、白幡委員、松本委員、流石委員 

事 務 局 教育部長、生涯学習課長、教育総務課副課長兼教育総務係長、教育総務課

主任   

議   題 

委員会諸報告 
議案第６号「向日市社会教育委員の委嘱について」 
議案第７号「人事に関することについて」 

傍 聴 者  なし 

教育長 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開会宣言 

 

会議規則の規定により、第３回会議録の承認について諮る。 

 

（全員異議なし） 

 

会議録は承認された。 

本日はまず、委員会諸報告として、「学校施設の状況について」報告願

う。 

 

 ― 学校施設の状況について ― 

令和３年３月２１日（日）午後２時半頃、第２向陽小学校から、北校舎

２階廊下天井の軽量モルタルの一部が剥離・落下したという連絡があっ

た。その連絡を受け、直ちに本市職員及び本市一級建築士の資格を持つ職

員が現場の確認を行った。 

剥離の範囲は、幅約１２ｃｍ、長さ約１ｍ２７ｃｍ、厚さ約８ｍｍであ

った。     

第２向陽小学校では、昨年１０月に北校舎西側１階から２階階段裏の軽

量モルタルが一部剥離・落下したということもあり、学校側としては、児

童の安全が確保されない限り登校はできないとし、校長との協議の結果、

３月２２日（月）は臨時休業とした。 

緊急安全対応について、北校舎１階と３階の廊下天井も同校舎２階と同

じ施工であるため、現在、１階から３階までの廊下天井全体にブルーシー

トを張り、万が一、軽量モルタルが落下しても直接児童に危険が及ばない

ように措置をしている。本日中にその作業を終え、翌日から児童が登校で

きる予定である。 

必要な単元の授業については、ほとんど終了しており、授業の進み具合
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事務局 

 

事務局 

 

 

 

教育長 

 

事務局 

 

 

 

教育長 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

に影響はないと確認している。 

また、急な臨時休業により、保護者が子どもを家で見ることができない

家庭もあると思うので、留守家庭児童会を１２時から開会させていただ

く。なお、学童保育を予定していた児童については、午前中、学校で預か

る措置をしている。 

今後の安全対策について、現在、業者による全学校の全校舎の詳細調査

を行っている段階であり、３月末にその報告書が提出される予定であるの

で、その結果を踏まえ、春休み期間中に安全対策を講じていきたい。 

第２向陽小学校北校舎は、このような状況が続いているので、教育委

員会として、しっかりと調査をし、安全対策を講じていきたいと考えて

いる。 
 

【質疑等】 

 

このような天井は、何か所あるのか。 

 

 １階あたり５か所なので、合計１５か所である。 

なお、軽量モルタルは天井の真ん中と天井四隅の回りに施工されてい

る。 

 

額縁のように軽量モルタルが施工されている。 

 

緊急安全対策として、天井の軽量モルタルが剥離・落下してもブルーシ

ートで受けられるようにしている。 

取り急ぎ、終業式に向けて対応しているところである。 

 

保護者と市議会議員には連絡及び通知をし、京都府教育委員会にも報告

をした。 

 

他の学校はこのようなことはないのか。 

 

他の学校はそのようなことはない。 

特に、第２向陽小学校北校舎で軽量モルタルが剥離・落下している。 

 

その校舎は築何年なのか。 

 

約５０年経っている。 

ＰＴＡ本部役員の方への報告は、本日１９時に第２向陽小学校で会議を

されるので、その時に報告させていただく。 
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教育長 

 

 

委員 

 

 

教育長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

教育長 

 

教育長 

前回のこともあるので、ＰＴＡ本部役員の方には、逐次報告をさせてい

ただき、安全確保していくとお伝えする。 

 

学校施設を直せばいいというものでなく、子どもの人口の変化などを加

味しながら建替を考えるようにした方がいいと思う。 

 

向日市小中学校個別計画の中で、第２向陽小学校と勝山中学校を改築す

ると謳っている。令和３年度から５年度までの３年間は、今回のような緊

急度の高い施設の改修をするとし、令和６年度以降に改築に向けて動くこ

とになる。 

 

次に、議案第６号「向日市社会教育委員の委嘱について」を上程する。 

この議案は人事に関することから、教育委員会会議規則第１４条に基づ

き、秘密会にしたいと思うが、賛成の方は挙手願う。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手により秘密会とする。 

  

（以下秘密会） 

 

議案第６号「向日市社会教育委員の委嘱について」の採決を行う。 

 

（全員挙手） 

 

議案第６号は承認された。 

次に、議案第７号「人事に関することについて」を上程する。 

この議案についても人事に関することから、教育委員会会議規則第１４

条に基づき、秘密会にしたいと思うが、賛成の方は挙手願う。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手により秘密会とする。 

 

 （以下秘密会） 

 

 議案第７号「人事に関することについて」の採決を行う。 

 

 議案第７号は承認された。 
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教育長 

秘密会を解く。 

 

 （以上秘密会） 

 

 閉会宣言 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



諸報告資料

令和３年３月２２日
教 育 総 務 課

別紙のとおり報告します。

　　

学校施設の状況について



 

 

  

 

  

 

   

令和３年３月21日（日）、向日市立第２向陽小学校の北校舎２階廊下天井の軽量モルタルの一

部が剥離及び落下していることを確認しましたので報告いたします。 

本市教育委員会が直ちに現況把握の上、緊急安全対策を実施することといたしました。そのた

め、令和３年３月22日（月）を臨時休業することといたしました。 

なお、下記の内容を第２向陽小学校全保護者に、昨夜、連絡いたしましたことを併せてご報告

いたします。 

 

 

記 

 

 

臨時休業期間について 

  令和３年３月２２日（月） 

   

(1) 臨時休業中、北校舎全階について緊急安全対策を行います。 

 

(2) 臨時休業中、児童は原則自宅待機（グラウンドの開放はなし）とし、不要不急の外出は控 

えてください。 

 

(3) 臨時休業中、留守家庭児童会は１２時から開会します。学童保育を予定していた児童につ

いては、午前中学校で預かります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 


